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土地公図マイラー異動整理業務委託仕様書 

 

 第１章 総則 

 (要旨) 

第１条 本仕様書は、相模原市(以下「発注者」という。)が受注者へ業務委託する土地公図

マイラー異動整理業務委託(以下「本業務委託」という。)を行うために必要な作業手順等

を定めるものである。 

 (関係法令等) 

第２条 本業務委託の実施にあたっては、本仕様書によるほか、次に示す法令等及び関係法

令に準拠して行うものとする。 

（１）地方税法（昭和２５年法律第２２６号） 

（２）固定資産評価基準（昭和３８年自治省告示第１５８号） 

（３）不動産登記法（平成１６年法律第１２３号） 

（４）不動産登記令（平成１６年政令第３７９号） 

（５）不動産登記規則（平成１７年法務省令第１８号） 

（６）個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

（７）相模原市契約規則（平成４年相模原市規則第９号） 

 (認証の取得) 

第３条 受注者は、本業務委託を履行する上で、個人情報の保護の観点から、次のいずれか

の認証を取得していることとする。 

（１）プライバシーマーク(ＪＩＳＱ１５００１) 

（２）情報セキュリティマネジメントシステム認証(ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１) 

 (業務実施計画等及び報告業務) 

第４条 受注者は、本業務委託の実施にあたって、業務実施計画書を提出し、発注者の承認

を受けなければならない。なお、業務実施計画書の表紙に発注者による承認欄を設ける(別

表１参照)ものとし、内容においても次の事項を記載するものとする。また、業務実施計

画書の内容を変更する場合には理由を明確にし、再度承認を受けなければならない。 

（１）業務概要 

（２）実施方針 

（３）業務工程 

（４）業務組織計画 

（５）打合せ計画 

（６）成果品の内容 

（７）連絡体制 

（８）使用する主な機器 

（９）その他 
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２ 受注者は、前項の承認を受けた後、着手に先立って発注者に業務着手届(別紙様式１)を

提出しなければならない。 

３ 受注者は、随時、発注者に進捗状況を連絡し、必要に応じて報告書を提出しなければな

らない。 

 (事務手続) 

第５条 受注者は、本業務委託の実施に先立ち関係諸手続きがある場合、速やかにその手続

き行うものとする。また、受注者は本業務委託の主旨を熟知し、発注者と綿密な打合せを

行い、必要に応じて打合せ記録簿を作成し発注者に提出するものとする。 

 (主任技術者等) 

第６条 受注者は、契約締結後速やかに本業務委託の実施にあたって主任技術者及び担当技

術者を選任し、発注者に文書(別紙様式２)で通知しなければならない。 

（１）主任技術者は、自社の社員から選任し、測量士の資格を有した土地公図マイラー異動

修正及び電子データ化作業に精通した者とする。なお、過去５年において、国又は地方

公共団体を相手方とした土地公図マイラー異動修正及び電子データ化作業の業務(１契

約４，０００筆以上)を１回以上履行した実績があること。 

（２）担当技術者として、測量士又は測量士補の資格を有した者、若しくは土地公図マイラ

ー及び電子データ化作業の実績がある者を必要な人数従事させることができる。なお、

担当技術者のうち、１名以上は文書情報管理士(２級以上)の資格を有する者が望ましい。 

（３）担当技術者のうち、土地公図マイラー異動修正及び電子データ化の品質確認の検査を

行う照査担当として、分合筆に伴う加筆及び削除に関する知識・技術を有する自社の社

員を１名以上配置するものとし、本業務委託の成果品が関係法令等に適合しているかに

ついても検査を行うものとする。 

（４）本業務委託の契約期間中は主任技術者及び担当技術者を交代してはならない。ただし、

やむを得ない理由により交代が必要になる場合は、予め、発注者に文書(別紙様式３)に

よる届出をし、承認を受けなければならない。 

（５）測量士、測量士補及び文書情報管理士等の資格を有した者については、当該資格を証

明する資料の提示を行うこととする。 

（６）発注者は、主任技術者及び担当技術者の選任について著しく不適当と認められるとき

は、主任技術者等の交代を求めることができる。 

 (成果品の帰属等) 

第７条 本業務委託の成果品は、全てについて発注者の管理及び帰属とする。また、発注者

の指示する時期に速やかに引き渡すものとし、受注者は発注者の承認を受けずに複製・複

写及び他に公表貸与してはならない。 

 (誤りの修補義務) 

第８条 本業務委託の成果品納入後において、本仕様書の定めに適合しないものとして不良

箇所または不適当な部分が発見された場合は、発注者は受注者に対して期限を定めて修補
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を指示するものとし、受注者は受注者の責任において速やかに修補するものとする。 

 なお、修補にかかる経費は、受注者の負担とする。 

 (受注者負担) 

第９条 本業務委託の実施に必要となる機器、媒体、事務用品及び通信費等については、受

注者の負担とする。 

 (予定数量の変更) 

第１０条 本業務委託の業務数量は予定数量を以て遂行するものとする。なお、発注者の都

合により業務数量に差異が生ずることがあっても、受注者は、異議の申出若しくは損害賠

償の請求をすることはできない。 

２ 業務数量の確定後、当初の業務数量と差異があり、契約内容に変更が生じる場合には、

契約内容の変更についての文書を発注者へ提出するものとする。なお、その文書に掛かる

費用は受注者の負担とする。 

 (疑義の協議) 

第１１条 本仕様書に記載されていない事項または、疑義が生じた場合は、発注者と受注者

が協議して解決するものとし、受注者はその結果に従い業務を遂行しなければならない。 

 

第２章 業務内容 

 (業務数量) 

第１２条 本業務委託の予定数量は５，７２４筆(別表２に基づき算出)とする。なお、業務

完了後に業務数量が確定した場合には、実績報告書にてその数量を報告するものとする。 

 (業務概要) 

第１３条 業務概要は、次のとおりとする。 

（１）土地公図マイラー異動修正 

（２）方位記号追記 

（３）土地公図マイラー異動修正リスト作成 

（４）土地公図データ作成 

（５）土地公図データ更新 

（６）電子記録媒体の作成 

（７）検査 

 (貸与資料) 

第１４条 本業務委託を実施する上で必要な資料として、発注者は受注者に対し次の資料を

貸与することとする。なお、土地登記済通知書は、地区ごとに月単位で数回に分けて貸与

することとする。 

（１）土地公図マイラー 約４，０００枚 

（２）土地登記済通知書 

（３）修正指示資料 
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（４）土地公図データ(ＰＤＦデータ) 

（５）土地公図索引リスト(Ｅｘｃｅｌデータ) 

（６）その他必要とする資料 

２ 本業務委託において発注者が貸与する業務関係資料について、受注者はその重要性を認

識し、良識ある判断に基づき、資料等の破損、滅失及び盗難等事故が発生しないよう管理

しなければならない。 

３ 受注者は、本業務委託が完了したら速やかに発注者へ資料を返却しなければならない。 

 

 第３章 作業手順 

 (土地公図マイラー異動修正) 

第１５条 土地登記済通知書及び修正指示資料に基づき、分筆、合筆、表示登記、地図訂正、

地番変更及び抹消登記並びにその他発注者が指示する異動修正を土地公図マイラーに行

い、その修正筆数について随時報告する。 

（１）土地登記済通知書及び修正指示資料に基づいて、土地公図マイラーに異動修正を行う。 

（２）方位記号が記載されていない土地公図マイラーに異動修正を行う場合は、方位記号を 

追記する。 

（３）筆の交点及び接合部分の線引き処理は、過不足がないようにする。 

（４）地番の書体は、算用数字(レタリング)№６０、№８０とする。 

（５）修正が完了した土地登記済通知書及び修正指示資料には「修正済」と赤色で記載若し

くは押印する。 

（６）土地登記済通知書及び修正指示資料を複製・複写してから修正を行う場合、各資料に

は「複写済」と赤色で記載若しくは押印する。 

（７）不明箇所の処理については、速やかに報告し発注者の指示に従うものとする。 

（８）前条で定める資料の貸与回ごとに、町名・大字及び異動修正内容別の異動筆数が判明

し次第、速やかにその筆数を経過報告として、文書にて報告する。 

 (土地公図マイラー異動修正リスト作成) 

第１６条 前条で異動修正した土地公図マイラーを区名、公図番号、町名・大字、小字、縮

尺及び地番並びに備考の項目でリスト化する。 

 (土地公図データ作成) 

第１７条 異動修正した土地公図マイラーを令和８年１月１日時点でスキャニング及び電

子データ化を行い、土地公図データ(ＰＤＦデータ)を作成する。作業についてはＪＩＳＺ

６０１６(紙文書及びマイクロフィルム文書の電子化プロセス)に準拠すること。 

（１）前条のリストに基づき、異動修正した土地公図マイラーの抽出作業を行う。 

（２）抽出した土地公図マイラーをスキャニングする。なお、スキャニングの読み取り条件

は３００dpi 以上、白黒２値、原寸読み取り(Ａ１、Ａ２)とする。スキャニングを行う

際には汚損、破損等しないように細心の注意を払い、かつ図面の折れホコリ等にも十分
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注意を払う。 

（３）スキャニング作業が完了したらスキャニングデータの検査を実施し、不鮮明・不明瞭

なデータがあった場合には再作業を行う。 

（４）スキャニングデータの電子データ化(ＰＤＦデータ化)を行い、土地公図データを作成

する。なお、土地公図データはＡｄｏｂｅ Ｒｅａｄｅｒで適切に操作が可能であるも

のとする。 

（５）電子データ化作業が完了したら抽出した土地公図マイラーは元の位置に戻す。 

 (土地公図データ更新) 

第１８条 前条の土地公図データに基づき、昨年度の土地公図データ及び土地公図索引リス

ト(Ｅｘｃｅｌデータ)の更新作業を行う。 

（１）前条の土地公図データに基づいて、昨年度の土地公図データを更新させる。 

（２）前号にて更新させた土地公図データを土地公図索引リストへリンクさせる。 

（３）第１６条のリストに基づき、更新作業に不備等がないか検査を行う。 

 (電子記録媒体の作成) 

第１９条 本業務委託において、前条で更新させた土地公図データ及び土地公図索引リスト

の電子記録媒体を作成する。 

（１）土地公図データ及び土地公図データ索引リストをＣＤ－Ｒに格納する。 

（２）全てのＣＤ－Ｒに不足なくウィルスチェックを行う。 

（３）ＣＤ－Ｒには、年度、データ名(土地公図データ)及びデータの所有者名（資産税課土

地評価班）並びにウィルスチェックに関する情報を印字する(別表３参照)。 

 (検査) 

第２０条 受注者は、全ての作業が完了したとき、成果品を実績報告書及び業務完了届(別

紙様式４)とともに提出し、速やかに発注者へ検査を依頼しなければならない。 

 なお、実績報告書は、第１５条第１項第８号で定める経過報告書に則った報告書とするこ

と。 

 

 第４章 成果品 

 (納入) 

第２１条 本業務委託の成果品は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）土地公図マイラー １式 

（２）異動土地公図マイラーリスト １式 

（３）電子記録媒体(ＣＤ-Ｒ) ２５枚 
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（別表１）  

業務実施計画書表紙の発注者承認欄（参照） 

 

令和  年  月  日 

相 模 原 市 長 あて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務実施計画書 
 

 

業務名 土地公図マイラー異動整理業務委託 

 

 

令和  年  月  日に契約を締結した標記委託業務について、仕様書

第４条第１項に基づき業務実施計画書を作成いたしましたので提出いたしま

す。 

 

標記委託業務の業務実施計画書を承認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

  相模原市長 本村 賢太郎 

 

 

所在地   

受注者 名 称   

代 表   
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（別表２） 

 

筆数の数え方 

 

   ア 分筆・・・分筆後の筆数 

－1 

 

－1 －2 （２筆） 

 

 

   イ 合筆・・・合筆後の筆数 

－1 －２ 

 

－1 （２筆） 

 

 

   ウ 表示・・・新筆数 

－1 無地番 －２ 

 

－１ －３ －２ （１筆） 

 

 

   エ 地図訂正・・・変更を加えた筆数 

－1 －２ 

 

－1 －２ （２筆） 

 

 

オ 方位記号・・・１件につき３筆分 
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（別表３） 

 

ＣＤ－Ｒへの印字方法（参照） 

 

 

 

 

  令和７年度 土地公図データ 

 

資産税課 土地評価班 

ウィルスチェックに関する情報 

作成日 令和 年 月 日 

ウイルス対策ソフト名 〇〇〇〇〇 

委託名称 土地公図マイラー異動整理業務委託 

フォーマット形式 〇〇〇〇 

 

№ 


